
  

 

 

 

 

令和 4年 9月 20日発行 

Ⅰ 令和５年度 事業所評価加算に関する届出期限は 10月 14日（金）です 

介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを行う事業所における事業所評価加算について、令和

５年度の事業所評価加算の算定に係る国保連の審査を希望される事業所におかれましては、「介護給付費算定に係る体制等に関

する届出」を提出する必要がありますので、令和４年 10月 14日（金）までに県の保健福祉事務所福祉課に２部提出をお願いし

ます（昨年度までに申出が済んでいる事業所においては、提出は不要です）。また、令和５年度の加算算定の可否については、

来年２月上旬頃に通知します。 

なお、総合事業の通所型サービス（現行相当【Ａ６】）の指定を受けている事業所については、指定権者である各保険者が提

出先となります（この場合、県への提出は不要です）。詳細は各保険者へお問合せください。 

【問合せ先】長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係  電話：０２６－２３５－７１２１（直通 
 

Ⅱ 業務継続計画(BCP)を支援します！（社会福祉施設アドバイザー相談・派遣等事業） 

長野県社協では、令和６年(2024年)に義務化される業務継続計画(BCP)策定に関するアドバイザー派遣を実施しておりますの

で、ご活用ください。なお、義務化までの期日が迫っていること、アドバイザーの人数が限られていることから、ご希望に添え

ない場合がありますので、ご承知おきください。 

１ 事業名 社会福祉施設アドバイザー相談・派遣等事業(長野県委託事業) 

 ※「業務継続計画(BCP)策定支援」はアドバイザー派遣メニューの一つです。 

２ 支援内容 業務継続計画(BCP)の策定手順等への助言。 

   ※計画策定のコンサルティング業務ではありません。 

３ 申込方法  下記のURL・二次元コードからお申し込みください。実施要領は申込フォーム冒頭からダウンロードで

きます。   ｈｔｔｐｓ：／／ｂｉｔ．ｌｙ／３ｔｏｑ３ＦＬ 

４ その他 (1)アドバイザー派遣経費は無料。アドバイザー派遣の候補日は、第３候補まで記載してください。 

 (2)１法人、年間(４月～翌年３月)に５回まで利用可能。相談時間は１回２時間。 

  (3)アドバイザーによる助言について、最終的な判断は福祉事業者が自らの責任をもって判断してくださ

い。 

【申込み・問合せ先】 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話：０２６－２２６－７３３０  電子メール：jinzai@nsyakyo.or.jp 

 

 

Ⅲ 介護現場における多様な働き方導入モデル事業について【募集中】 

１ 事業目的 

     リーダー的介護職員の育成を行うとともに、多様な人材層（若者・女性・高齢者）を対象とした多様な働き方や柔軟

な勤務形態（朝夕のみ、夜間のみ、季節限定のみの勤務、兼業・副業、選択的週休三日制等）を介護事業所が導入する

ことにより、効率的・効果的な事業運営を図り、広く他の介護事業所の参考となるような取組みを行う事業に係る経費

に対し、予算の範囲内で支援する補助事業です。まずは、下記担当係あて、お気軽にご相談ください。 

２ 事業主体 介護保険サービス事業所等 

３ 事業内容 本事業は、原則として以下の内容を全て行っていただきます。 

  （１）事業の企画や分析等を行う企画評価委員会の設置・運営 

  （２）地域の特性を踏まえ、介護助手等多様な人材を呼び込むとともに、ＯＪＴ等により育成する取組 

  （３）介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン（平成31年３月厚生労働省老健局）を踏まえ、外部コン 

サルタントや職能団体、事業者団体等による助言を得ながら実施する取組 

  （４）一連の実践を踏まえた効果の検証、さらなる改善点の検討 

  （５）その他本事業の目的を達成するため、実施主体において必要と認められる取組 

 

 

－ 長野県健康福祉部介護支援課からのお知らせ － 



４ 補助率 ３分の２以内 

●掲載先ＵＲＬ（長野県ホームページ）  

   「トップページ」→ 「健康・医療・福祉→ 福祉一般」 →「福祉・介護人材」→ 「福祉・介護人材確保について」 → 「介

護現場における多様な働き方導入モデル事業」 

   https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/202107tayounamodel.html 

【問合せ先】長野県 健康福祉部 介護支援課 介護人材係  電話：０２６－２３５－７１２９（直通） 

 

Ⅳ「ソーシャルインクルージョンｉｎ清泉 清泉女学院大学地域連携プロジェクトのご案内 

第 1部 講演会  ～ALS当事者と支援者の思い～ 

           NPO法人境を越えて             理事長       岡部宏生氏 

           コロリエ ALS（ヘルパーステーションあがた） 当事者       赤沼さち子氏 

           NPO法人広域協会             支援コーディネーター 吉村まき氏 

第 2部 交流会   清泉と各地をオンラインで繋いで語り合い 

日時    10月 29日（土） 13時～16時 

場所    清泉女学院大学東口キャンパス 

定員    現地 50名  オンライン（Zｏｏｍ）200名 

参加費   無料 

（１）申し込み締め切り  10月 24日（月） 

（２）Zoomパスワードは 2日前までにメールでお送りいたします。 

（３）新型コロナウイルス感染状況により、全面的にオンラインでの開催に変更する場合がございます。 

（４）駐車場はございません。お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください。 

（５）お申し込みは日本 ALS協会長野県支部のホームページに案内チラシからＱＲコードまたはファックス申込書にてお願い

します。 

【問合せ先】清泉女学院大学看護学部看護学科 助教 大関春美先生  oozeki@seisen-jc.ac.jp 

               または日本 ALS協会長野県支部 事務局 原山 電話：０２６－２６３－６３３５ 

 

Ⅴ 喀痰吸引等研修事業（特定の者対象 第３号研修）令和４年度第２回受講生募集  

日本 ALS 協会長野県支部は、今年度長野県の患者団体として初めて登録研修機関の認可を受けました。 

１ 募集期間  令和４年 10月 12日～11月 12日 

２ 募集定員  5名 

３ 研修日   (Ａ)  講義        令和４年 11月 19日(土）13:00～16:40（Zoom 配信）  

       (Ｂ) 演習/講義/試験  令和４年 11月 26日(土) 13:00～17:00 

４  会場   ( 研修Ｂ日程のみ）北部スポーツ・レクリエーションパーク（長野市三才 1981-1 ）                    

５ 受講料  20,000 円（保険料込み）※別途教材費  2,000 円（送料込み）（「喀痰吸引等研修テキスト」厚生労働省版）               

６ カリキュラム 別紙 1・2参照     

なお詳細は日本 ALS協会長野県支部ホームページ掲載の募集要項、受講のお知らせ、受講の流れ、受講申請書類一式等を 

ご確認ください。 

【問合せ先】日本 ALS協会長野県支部 事務局 原山 （akane_harayama@tetote7107.org） 

電話：０２６－２６３－６３３５ ＦＡＸ ０２６－２４３－８８２０    

 

Ⅵ 【介護支援専門員証更新申請書の申請期間について】 

介護支援専門員として業務に従事するためには、更新に必要な研修を受講し、介護支援専門員証更新の手続きを行う必要があ

ります。介護支援専門員証を更新する予定のある方は、下の表の更新申請期間内に、申請書を介護支援課あて簡易書留で送付

してください。なお、管理者の皆様におかれましては、従業者の方に周知していただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/jinzai/202107tayounamodel.html
mailto:akane_harayama@tetote7107.org


更新申請受付期間   有効期間満了日の前々月 11日～前月の 10日まで 

有効期間満了日 更新手続申請期間 

2022 年 11 月 1 日 ～ 2022 年 11 月 30 日 2022 年 9 月 11 日 ～ 2022 年 10 月 10 日 

2022 年 12 月 1 日 ～ 2022 年 12 月 31 日 2022 年 10 月 11 日 ～ 2022 年 11 月 10 日 

2023 年 1 月 1 日 ～ 2023 年 1 月 31 日 2022 年 11 月 11 日 ～ 2022 年 12 月 10 日 

2023 年 2 月 1 日 ～ 2023 年 2 月 28 日 2022 年 12 月 11 日 ～ 2023 年 1 月 10 日 

2023 年 3 月 1 日 ～ 2023 年 3 月 31 日 

2022 年 12 月 1 日 ～ 2023 年 2 月 10 日 

※申請予定者多数のため、2022 年 12 月から受付を

開始します。可能な限りお早めに申請していただき

ますよう、御協力をお願いします。 

 

※令和４年（2022 年）９月及び 10 月に有効期間が満了する方については、既に申請期間が過ぎておりますが、有効期間が満了  

していない方のうち、まだ申請書を提出していない方は、 至急、介護支援課あて簡易書留で送付してください。 

なお、有効期間満了日までに申請書が到達しない場合は、受理することができません。（必着） 

※有効期間満了日後の更新手続きの相談が多く寄せられています。有効期間満了日までに申請書が到達しない場合は、更新 研

修等を修了している場合であっても、有効期間満了日の翌日から介護支援専門員の業務に就くことはできず、「再研修」を受

講後、交付申請書を提出していただくこととなりますので、ご注意ください。 

【問合せ先】長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係  電話：０２６－２３５－７１２１（直通） 

 

 

 

 

 

 

県では、皆様に知っていていただきたい情報を、通知や介護インフォメーションにより提供していますが、最新の情報をいち

早く得るためには、長野県ホームページを随時御覧いただくことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

このインフォメーションへのお問合せ等は、長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係までお願いします。 

TEL 026-235-7121  FAX 026-235-7394  E-mail kaigo-shien＠pref.nagano.lg.jp  


